乳児等通園支援事業用

○○保育園　重要事項説明書（ひな形）

特定乳児等通園支援の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。

１　事業者の運営主体
	事業者の名称
	

	事業者の所在地
	

	事業者の電話番号・ＦＡＸ
	

	代表者氏名
	



２　事業の概要
	種別
	特定乳児等通園支援事業

	名称
	

	所在地
	

	電話番号・ＦＡＸ
	

	責任者氏名
	

	事業開始年月日
	

	利用定員（年齢別）	Comment by 作成者: 乳児等通園支援事業の確認を受けた定員を記載
総定員の確認を受ける場合は、総定員を記載してください。
	０歳児
	１歳児
	２歳児

	
	人
	人
	人

	関連する保育事業
	例）一時保育










３　施設・設備の概要　※別添可
	敷地面積
	㎡

	園舎
	構造
	○○造　　○階建て　延床面積　　　　㎡

	
	延床面積
	㎡

	施設設備の数と面積
	乳児室
	室
	㎡

	
	ほふく室
	室
	㎡

	
	保育室
	室
	㎡

	
	遊戯室
	室
	㎡

	
	調理室
	室
	㎡

	
	調乳室
	室
	㎡

	
	幼児用トイレ
	個
	㎡

	
	医務室
	室
	㎡

	
	事務室
	室
	㎡

	
	○○室
	室
	㎡

	
	□□
	
	

	設備の種類
	例）プール、冷暖房等

	屋外遊戯場（園庭）
	屋外遊戯場　　　　㎡（代替場所　　　　公園）














４　特定乳児等通園支援事業の目的、運営方針
	目的
	




	運営方針
	






５　職員体制	Comment by 作成者: 誰でも通園制度としての体制を記載してください
	責任者
	　　　　人　（資格：　　　　　　　　　　　　）

	特定乳児等通園支援従事者
	　　　　人　（常勤：　　　人、非常勤　　　人）

	○○○
	　　　　人　（常勤：　　　人、非常勤　　　人）

	○○○
	　　　　人　（常勤：　　　人、非常勤　　　人）

	○○○
	　　　　人　（常勤：　　　人、非常勤　　　人）

	○○○
	　　　　人　（常勤：　　　人、非常勤　　　人）



６　特定乳児等通園支援を提供する日、提供しない日
	提供する日
	

	提供しない日
	



７　特定乳児等通園支援を提供する時間
	月曜日から金曜日
	午前○時○分から午後○時○分まで



８　特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項、その他の利用に
当たっての留意事項
	利用の開始に関する事項
	○○

	利用の終了に関する事項
	○○

	留意事項
	○○



９　利用料金	Comment by 作成者: 利用料以外の料金がかかる場合は記載してください。キャンセル料、超過料金などが発生する場合は記載必須です。
	利用者負担（利用料）
	１時間あたり３００円

	実費負担
	別紙のとおり

	キャンセルの取り扱い
	別紙キャンセルポリシーのとおり


　　

10　支払方法
	例）口座振替払、現金払等の支払方法
支払期日　　など






11　提供する特定乳児等通園支援の内容
	例）児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針及び特定乳児等通園支援の提供に関する計画に沿って、子どもの発達に必要な特定乳児等通園支援を提供します。また、子ども及びその保護者の心身の状況並びに養育環境等の的確な把握に努めるとともに、子ども及びその保護者からの相談に適切に応じ、必要な助言その他の援助を行います。






＜特定乳児等通園支援の提供に関する計画＞
	クラス
	年齢別　特定乳児等通園支援目標

	０歳児
	

	１歳児
	

	２歳児
	

	その他
	






12　食事の提供等について	Comment by 作成者: 食事の提供を行う場合のみ
	
	提供内容
	保育所の給与栄養量（目標）
（保育所で提供する栄養量の割合）

	
	午前おやつ
	昼食
	午後おやつ
	

	
	
	主食
	副食
	
	

	０歳児
	○
	○
	○
	○
	「授乳・離乳の支援ガイド」に準じ、発達に応じた離乳食の提供をします。
おやつについては子の発達に応じて提供します。

	１歳児
	○
	○
	○
	○
	475kcal
（１日の50％）日本人の食事摂取基準に基づいた数値を記載する


	２歳児
	○
	○
	○
	○
	



＜給食の提供にあたって＞
	例）・自園調理
・衛生管理
・栄養管理
・食育の取組　　など





＜アレルギー対応について＞
当園は、横浜市が策定する「保育所における食物アレルギー対応マニュアル」に則り、○○保育園アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき、適切な対応に努めています。
	例）・アレルギー対応
・生活管理指導表の提出、除去食の提供　　など






13　保護者に用意していただくもの
（１）	入園時にご用意いただくもの
	例）・住所を確認するもの
・保護者の緊急連絡先
・児童の健康や体調を確認するもの　など






（２）	通園時に持参いただくもの
	例）・通園かばん
・手拭タオル、おしぼりタオル
・連絡帳　　など




（３）	服装について
	例）・動きやすく、脱ぎ着しやすい服装
・ひもやフードなどのひっかかりやすい服は避けるようにしてください
など




（４）	その他ご用意いただくもの
	







14　登園・降園について
（１）登園にあたっては、次の点に留意してください。
	







（２）降園にあたっては、次の点に留意してください。
	











15　健康管理について
健康管理、病気のときの対応
	[bookmark: _Hlk220093883]例）・体温測定
・発熱時の対応
・「登園届」について
・園での与薬　　など

	



16　感染症対策について
感染症又は食中毒が発生、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」及び横浜市園医の手引きに則り、感染症及び食中毒の予防のための衛生管理を、適切に実施します。
	例）・園での予防対策
・発生した場合の連絡（園便り、保健便り等）　　など





17　障害児保育について
	例）・障害児保育を実施する場合の方針、留意点　　など






18　医療的ケアが必要な児童の保育について	Comment by 作成者: 医療的ケア児を受け入れる場合のみ。なお、受け入れる際には、事前に横浜市との協議が必要です。
	例）・医療的ケアが必要な児童を保育する場合の留意点、体制　　など






19　嘱託医
以下の医療機関（小児科・内科）と嘱託医契約を締結しています。
	医療機関の名称
	

	医　院　長　名
	

	所　　在　　地
	

	電　話　番　号
	


20　嘱託歯科医
以下の歯科医と嘱託歯科医契約を締結しています。
	医療機関の名称
	

	医　院　長　名
	

	所　　在　　地
	

	電　話　番　号
	



21　地域防災拠点、広域避難場所
保育園近隣の地域防災拠点、広域避難場所は次のとおりです。
	地域防災拠点
	

	広域避難場所
	

	その他
	



22　緊急時における対応
特定乳児等通園支援の提供中に、子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、保護者の方があらかじめ指定した緊急連絡先に連絡します。また、嘱託医又は子どもの主治医に相談する等の措置を講じます。
保護者と連絡が取れない場合には、子どもの身体の安全を最優先させ、当保育所が責任を持って、しかるべき対処を行いますので、あらかじめ御了承願います。
＜近隣の緊急連絡先＞
	警察署
	

	消防署
	

	○○○
	











23　非常災害時の対策
非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定めています。
非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月１回以上避難及び消火、救出その他必要な訓練を実施しています。
	防火管理者
	

	消防計画届出年月日
	　　　　消防署　　　　年　　月　　日

	避難訓練
	例）避難訓練の内容と回数を記載

	防災設備
	例）消火器、誘導灯、火災報知器　など



24　虐待防止のための措置
子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講じています。
	例）・人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
・職員による子どもに対する虐待等の行為の禁止
・虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施　など




25　賠償責任保険の加入状況
以下の保険に加入しています。
	保険の種類
	

	保険の内容
	

	保険金額
	＊＊＊＊　円



26　業務の質の評価について　	Comment by 作成者: 自己評価は必須です。
外部評価は定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るように努めてください。
	特定乳児等通園支援の
自己評価
	実施方法：例）保育士等の自己評価に基づき、全員で話し合い年１回、自己評価を実施
公表方法：例）園内掲示、園のホームページに掲載

	外部評価

	実施方法：例）横浜市福祉サービス第三者評価を受診
公表方法：５年に１回（○○年度実施）
公表先：横浜市ホームページ




27　苦情相談窓口
要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。
	相談・苦情受付担当者
	氏名
電話番号

	相談・苦情解決責任者
	氏名
電話番号

	第三者委員
（※）
	○○　○○
	電話番号

	
	
	役職・肩書等

	
	○○　○○
	電話番号

	
	
	役職・肩書等


受付方法：例）面接、電話、文書などの方法により、相談・苦情を受け付けています。玄関の入り口にご意見箱を設置しています。
· 施設（幼稚園・保育所等）として設置している場合に記載してください。

28　その他保護者に説明すべき事項
　　・・・・











	[bookmark: RANGE!A1:G22]　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	別紙
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	実費徴収について
	　
	　
	　
	　

	　
	対象児童
	歳児
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	【対象児童全員から同額を実費徴収する項目】
	　
	　

	　
	項目	Comment by 作成者: 支払いを求める理由も併せて記載をお願いします。
	金額（円）
（1人あたり年額）
	金額の内訳
	　

	　
	○○○○のための教材費
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　

	　
	
	
	　
	　

	　
	○○○○のための行事費
	　
	　
	　

	　
	その他
（　　　　　）
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	合計金額
	
	　
	　

	　
	【希望者のみ実費徴収する項目】
	　
	　
	　

	　
	項目
	徴収単位
	金額（円）
	　

	　
	その他
（　　　　　）
	□年額
□その他（　　　）
	　
	　

	　
	その他
（　　　　　）
	□年額
□その他（　　　）
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	注１　行が足りない場合は追加してください。
	　

	　
	注２　「その他」は具体的に記載してください。
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　











別紙　キャンセルポリシー	Comment by 作成者: 参考の記載例になります。各園の状況に応じて適宜修正してください。

１　「こども誰でも通園制度総合支援システム」にて利用申込を行った時点より当キャンセルポリシーの対象となります。

２　施設の利用承諾または代理予約の完了をもって予約確定となります。

３　予約内容の確定後、お子様の体調不良や都合等によりキャンセルを希望される場合は、速やかに施設にお電話でご連絡のうえ、システムでキャンセル手続きを行ってください。

４　利用のキャンセルは、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にて利用予約のキャンセルが完了した時点でキャンセルをしたものとみなします。

５　利用予定日の当日より前に「こども誰でも通園制度総合支援システム」にて利用予約をキャンセルした場合には、利用時間枠の減算は行われません。

６　利用当日0時以降にキャンセルをした場合には、利用したものとみなし、確定した予約内容に基づき利用時間枠からの減算となります（別表１）。

７　予約内容の確定後、施設に連絡等がなく登園しなかった場合には、利用したものとみなし、確定した予約内容に基づき利用時間枠からの減算となります（別表１）。


別表１
	
	利用日の当日より前に
キャンセルをした場合
	利用当日以降にキャンセルをした場合（無断キャンセル含む等）

	利用料
（キャンセル料）
	発生しない
	発生しない

	利用時間枠	Comment by 作成者: 自治体が決定するため、取扱いの変更は不可です。
	減算なし
	予約時間分の減算あり
（利用があったものとみなす）









当園における特定乳児等通園支援の提供を開始するにあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

保育園名：○○保育園

所在地　：

説明者職名：施設長　　　　　　氏名　　○○　○○



私は、書面に基づいて○○保育園の利用にあたっての重要事項の説明を受け、同意しました。


　　　年　　月　　日


保護者住所：

児童氏名　：

保護者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　印（署名でも可）

児童から見た続柄：


